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●介護保険料が年金から天引きさ 

 れない方 

 

●住民税額が公的年金の年額より 

 も大きい方 

●一定額（所得の５％以上）の 

  医療費を支払ったという申告 

 を行う必要があります。 

 ※領収書添付 

孫た
ちへ
のお
小遣

いも
増や
して
あげ

られ
そう
じゃ
な！
 

 「医療費控除」が該当する 

場合があるみたいですよ。 

  来年の申告前に 

    相談してみましょう！ 

     

 今日は、年金支給日じゃ～ 

 ばーさん、知っとるか？ 

 これまでの所得税と同じように、 

 住民税も年金から天引きに 

   なるんじゃよ 

回覧 

1 

2 

3 

4 

 しながわの 

    区 税 だ よ り 
 第８号 

平成２１年９月１５日 品川区税務課 発行 代表電話（３７７７）１１１１  広町２－１－３６  

１１月２日は 

特別区民税・都民税 

第３期の納期限です 

年金から住民税が天引き

にならない方は？ 

 なんだ、知っておったのか･･･ 

病院にも行かねばならぬし、 

銀行に行くのもしんどくてのぉ･･･ 

病院といえば… 

支払った医療費

に応じて、税金

が安くならない

もんかのぉ？ 

                  

  

   

  

 

   公的年金だけを受けてい

る方が非課税となるの

は？ 

医療費控除で、納めた 

税金の還付を受けるた

めには？ 

●単身者の場合 

  所得＝３５万円以下の方 

 年金収入にすると… 

  65歳以上 １５５万円以下 

  65歳未満 １０５万円以下 

※一定額以

上の方は、

年金から所

得税が源泉

徴収されて

います。 



※テーマ・時間については、各青色申告会に 

  お尋ねください。 

●上記の期間中、JR五反田駅・大崎駅・大井町駅、

東急武蔵小山駅の各駅前で、税を身近に感じていた

だくためのPR活動を行います。 

催しのご案内 

 ●ふれあい寄席＜品川法人会＞ 

     10月16日(金) 17：30～ 

  ●チャリティー寄席＜荏原法人会＞ 

     11月16日(月) 18：00～ 

 住 民 税 相 談 の ご 案 内   

連絡先 

 （社）品川法人会    3474-7449 

 （社）荏原法人会    3783-9900 

連絡先 

 品川青色申告会    3474-7564 

 （社）荏原青色申告会 3783-3494 

  

連絡先 

 品川納税貯蓄組合連合会 3493-6565 

 荏原納税貯蓄組合連合会 3785-2317 

  納税キャンペーン 
                       11月11日（火）～17日（火）  

 企業経営者を支援する団体です。 

経営者を対象とした各種研修のほか、地域に根ざ

した社会貢献活動も行っています。 

 納税者を支援する団体です。 

小規模事業者を対象に、記帳指導のほか、法律・

経営・金融などの相談を行っています。 

● 11月10日（火）  

   きゅりあん    （主催：品川青色申告会）  

● 11月12日（木）  

  荏原文化センター(主催：荏原青色申告会） 

 法律で設立が義務付けられた組織です。 

税理士の紹介、無料税務相談のほか、小学校にお

ける租税教室なども行っています。 

税理士による税の無料相談会税理士による税の無料相談会税理士による税の無料相談会   

連絡先 

 東京税理士会品川支部 3474-0843 

 東京税理士会荏原支部 3781-8070 

区民セミナー区民セミナー区民セミナーのご案内（参加費無料） 

●課税に関すること     ℡（5742）6663～6 

●納税に関すること   ℡（5742）6669 
●納税・課税証明書   ℡（5742）6662 

 

   
   
 

受 付 時 間     
  月曜～金曜 

  午前8時30分から 午後5時                 
  ただし火曜日は午後7時まで（祝日は休み） 

納 税 貯 蓄 組 合 法 人 会 

税 理 士 会 青 色 申 告 会 

  11月11日(火)～17日(月)は、「税を考える週間」です。 

 「税金のしくみって？」｢申告や控除って、どうやるの？｣など、税金について、ご自身や 

 周囲の方と一緒に考えてみましょう。 

  今号では、税知識の普及や租税教育の推進等を図られている関係民間団体について 

     ご紹介します。 

  事業主が納税資金を貯蓄するための団体です。 

 区民や事業主を対象に、納税意識を高めるため

の各種活動を行っています。 

● 東京税理士会 品川・荏原支部    

 主催で行う予定です。 

  詳しい日程、お申し込み方法等 

 は下記へお問い合わせ下さい。 

お申し込み方法等は下記へお問い合わせ下さい。 


